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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドル部と案内部（８）を含む案内装置であって、前記ハンドル部が、外科テンプレ
ート内に配置された多数の套管と相互作用することができる前記案内装置を形成するため
に前記案内部に連結されることができ、前記ハンドル部が第一部分（１４）と第二部分（
１５）から作られ、第一部分が、その後端に雄ねじ（１４ａ）を備え、かつその前部に相
互作用部（１４ｂ）を備えており、第二部分が、その後部に雌ねじ（１５ａ）を示し、か
つその前端に内部空間（１５ｂ）を示し、第一部分が、その雄ねじ（１４ａ）により第二
部分中にねじ込まれることができ、かつ第二部分に関して種々の縦方向変位位置を割当て
られることができること、及び前記案内部がヘッドを含み、前記ヘッドは、第一部分（１
４）が第二部分（１５）に対して第一の縦方向変位位置を有するときにハンドル部の第二
部分（１５）の内部空間（１５ｂ）内に受け入れ可能であり、かつ第一部分（１４）が第
二部分（１５）に対して第二の方向変位位置を有するときにハンドル部の第一部分（１４
）と第二部分（１５）との間で錠止可能であることを特徴とする案内装置。
【請求項２】
　第二部分がさらに側部凹所（１５ｃ）を示すことを特徴とする請求項１に記載の案内装
置。
【請求項３】
　相互作用部（１４ｂ）が内部空間（１５ｂ）内で様々な位置をとるように配置されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の案内装置。
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【請求項４】
　前記位置の少なくとも一つにおいて相互作用部（１４ｂ）が側部凹所（１５ｃ）と部分
的に重複することを特徴とする請求項２又は３に記載の案内装置。
【請求項５】
　清浄化及び無菌化を可能とするために第一及び第二部分及び案内部が互いに分離可能で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の案内装置。
【請求項６】
　案内部が球（１０）を含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の案内
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科テンプレートまたは外科テンプレート内に配置された多数の套管と相互
作用することができかつ対応する套管に適合されることができる案内部を含み、かつこの
案内部が案内部の対応する套管に適合するためのハンドル部に連結されるかまたはハンド
ル部の一部を形成する案内装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、特に迅速な歯科治療、例えば“一時間以内の歯科”のコンセプトによる歯科
治療と関連して使用されることができる。インプラントが適合されるとき、前記迅速な治
療では特に案内部のための案内を構成する套管を持つ外科テンプレートが使用され、この
案内部はインプラントの挿入と関連して問題の器具、例えばドリル、ナイフ等を案内する
。外科テンプレート内の套管の位置はそれ自身既知の態様でコンピュータで設計される。
【０００３】
　案内部はその外径が対応する歯科テンプレート套管の内径に相当するようにすることが
できる。案内部は案内套管から作られることができ、その中心開口は希望の器具、例えば
ドリルのための案内を構成する。案内部は歯科テンプレート套管のための種々の位置間で
容易に移動されることができるように軸上に支持されることができる。
【０００４】
　問題の歯科作業では、歯及び口腔内の治療部位の種々の位置に依存する種々の困難度が
あることが知られている。口腔の前部の歯及び空間は容易に接近可能であるが、口腔の内
部の歯及び空間の場合に迅速かつ効果的な治療を達成するのに問題が発生しうる。もし軸
取付け案内部（単数または複数）が内部歯及び空間に対しても望まれるなら、案内部（単
数または複数）を適合すること及び案内部から突出する軸が実際の作業を妨げ患者に著し
い不快を発生するのを防ぐことの両者に問題がありうる。本発明はこれらの問題を解決す
ることを意図する。
【０００５】
　また、使用される器具は操作が明快かつ容易であるべきであること、そして例えばほん
の小さな起動動作で操作されることができることが望ましい。作業中に異なる案内部と軸
の間の変更が容易であるべきである。また、使用される器具に対し清浄化及び無菌化が容
易であることの要求がある。本発明はこれらの問題もまた解決する。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明を特徴付けるものとして主に考えられることは特に、案内部がボールベアリング
レースを配置されていること、そしてハンドル部が、ボールベアリングレースと相互作用
することができる起動部を含むかまたはその起動部と相互作用すること、そしてそれによ
りハンドル部と案内部の間の種々の相対的位置が錠止可能に設定されることである。
【０００７】
　好適実施態様では、ハンドル部は互いに関して変位されることができる二つの部分から
なる。第一部分は雌ねじを含み、第二部分はこの雌ねじと相互作用することができる雄ね
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じを含むことができる。第二部分はボールベアリングレースを受ける部分を含む。賦活に
よりボールベアリングレースが第二部分内のボールベアリングレースに割り当てられた空
間内に挿入または配置されるときに第一部分はボールベアリングレースに関して種々の縦
方向変位位置をとるように配置される。第一部分のための第一縦方向変位位置ではその空
間内へのボールベアリングレースの挿入を可能とするように第一部分は配置される。第一
部分のための第二縦方向変位位置ではその空間からのボールベアリングレースの除去を防
ぐが第二部分に関してボールベアリングレースの回転運動を可能とするように第一部分は
配置される。最後に第三縦方向変位位置では第一部分はボールベアリングレースを第二部
分に錠止し、かつ第二部分に関してボールベアリングレースの回転を防ぐ。ボールベアリ
ングレース内の球状部を球状部の直径または断面積より著しくより小さい直径または断面
積を示す支持部上に支持するのは案内部であることが好ましい。より小さくする範囲は５
０－７５％の範囲内であることができる。第二部分は前記空間内で側部凹所を示し、この
側部凹所は球状部の直径または断面積を越える第一幅と球状部の直径または断面積より小
さいが支持部の直径または断面積を越える第二幅を持って配置される。このようにして第
一及び第二部分は種々の高さと回転位置のために案内部に関して回転可能に配置されるこ
ととなる。問題の組合された調整高さと回転位置では案内部とハンドル部の間に錠止が存
在しうる。本発明の更なる実施態様は添付請求項から明らかである。上に提案されたこと
はハンドル部のための特に有利な調整機能を可能とし、そこでは案内部が対応する歯套管
内に適合されるとき、ハンドル部は最適位置を与えられることができ、そこではハンドル
部は最大可能範囲で歯科作業と干渉するのを防がれ、一方同時に患者に最少の可能な不快
しか与えない。本発明の更なる展開は種々の位置設定を達成するために小さな起動運動が
なされる可能性を提供する。同時に清浄化及び無菌化のために種々の部分が容易に分解さ
れることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の提案される本発明による案内装置の一実施態様が添付図面を同時参照して以下
に説明されるであろう。図面において
　図１は歯を持つ下顎の部分及びそれらに関して案内套管を配置された歯科テンプレート
及び案内套管を持つ案内装置及びドリルのハンドル部分（単数または複数)を垂直断面で
示し、
　図２はハンドル部分の第一及び第二部分を分解図で示し、
　図３はハンドル部分の別の部分を縦断面でかつ図２の図に関して９０°回転して示し、
　図４は組立てられた図２に示された第一及び第二部分を持つハンドル部分を縦断面でか
つ図２及び３に関して縮小された尺度で示し、
　図５は所定場所に球を持つ図２に示された第二部分の部分及び原則として第二部分に関
する第一部分に対して示された種々の縦方向変位位置及びボールベアリングレースを縦断
面で示し、そして
　図６及び７は案内部に適合されることができる他のタイプの器具（ナイフ）を側面図で
示す。
【０００９】
　図１には下顎が原則として１として示されている。下顎は歯２及び３を支持し、また前
記歯間に位置した空間４を示す。テンプレート５、例えば歯科テンプレート、外科テンプ
レート等がそれ自身既知の態様で歯に適合される。テンプレートは一つまたはそれ以上の
案内套管６を示すことができ、それらの位置はそれ自身既知の態様でコンピュータ（図示
せず）により予め計算される。案内装置は、原則として７として示され、案内部８及びハ
ンドル部９を含む。案内部及びハンドル部は互いにボールベアリングレース１０及びそれ
を支持する部分１１を介して連結されている。套管６は直径Ｄを持つ中央開口６ａを備え
ている。套管８は直径Ｄよりわずかだけ小さい外径ｄを示す。套管８は従って套管６の開
口６ａ中に導かれる。套管８はまた、中央開口８ａを備えており、その中に套管８が下顎
のドリル穴１ａによる取込みのために套管６中に下げられるときドリル１２が案内される
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。前記ドリル穴はそれ自身既知の態様でインプラントのための取込み穴を構成する。ボー
ルベアリングレース１０のおかげで、ハンドル部９は種々の高さ位置に回転されることが
できる。その位置の二つが図１に９′と９″で示されている。加えて、套管８は縦方向軸
１３周りに套管６に関して回転可能であり、この縦方向軸１３は前記二つの套管及びドリ
ル１２及びドリル穴１ａに共通である。
【００１０】
　図２によれば、ハンドル部は第一部分１４と第二部分１５から作られている。第一部分
は、その後端に雄ねじ１４ａを備えており、その前部に相互作用部１４ｂを備えている。
この相互作用部１４ｂにより第一部分は上に参照したボールベアリングレースと相互作用
することができる。第二部分はその後部に雌ねじ１５ａを示し、そこでは第一部分がその
ねじ１４ａにより第二部分中にねじ込まれることができる。第二部分はその前端に内部空
間１５ｂを示す。さらに第二部分は側部凹所１５ｃを示し、それを介してボールベアリン
グレース１０（図１参照）が套管６に対して外側に延びる支持部分１１を持ってその空間
中に挿入されることができる。
【００１１】
　図３は図２に関して９０°回転された図での前記側部凹所及び空間を示す。
【００１２】
　図４は側部溝１５ｃのデザインを示す。側部溝は第一幅Ｂと第二幅ｂを示す。大きい方
の幅は球１０の直径または幅を越え、小さい方の幅ｂは球の直径より小さいが支持部の直
径または断面積を越える。球は従って大きい方の幅の空間１５ｂ中に挿入されることがで
き、第二部分の前端に向けて空間１５ｂ中に前進されることができる（図２参照)。
【００１３】
　図５によれば、第二部分１５に関して種々の縦方向変位位置が第一部分１４に割り当て
られることができる。原則として１６として示された第一縦方向変位位置は球１０が空間
１５ｂ中に挿入されることを可能とし、空間１５ｂ中に前向きに押されまたは前進させら
れることを可能とする。１７として示された第二縦方向変位位置では第一部分１４は球１
０が空間１５ｂから除去されるのを不可能とする。しかし、球は第一部分に対するこの位
置１７では空間中で回転可能である。１８として示された第三位置では、球は第二部分１
５の前方内壁１５ｄに錠止される。位置１７及び１８では支持部材１１は小さい方の幅ｂ
の側部凹所１５ｃを介して外側に延びる。前記小さい方の幅は従って支持部材の直径ｄ′
または断面積を越える。第二位置１７での球の回転性は図５の支持部材を紙の面内の任意
に調整された位置に及ばすことを可能とする。二つの更なる回転位置が図５に１１′及び
１１″として示されている。幅ｂ及び直径ｄ′の選択に依存して、支持部材はまた、図５
による図の面に直角であってもハンドル部に関して動かされることができ、その逆も同様
である。球１０に対して、幅Ｂより小さいが幅ｂを越えるであろうその直径Ｄ′がまた図
５に示されている。上述の構造が第二部分と案内部８の間の多数の個々の回転位置を可能
とすることを見ることができる。第二部分に関する第一部分の作動方向が図５に１９とし
て示されている。
【００１４】
　図６及び７は原則として案内部がドリル以外のタイプの器具、例えばナイフに対する案
内部材であることができることを示すことを意図している。図６及び７ではナイフの刃は
２０及び２１として示されている。
【００１５】
　本発明は例として上に示された実施態様に限定されず、以下の請求項及び発明思想の範
囲内で変更されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は歯を持つ下顎の部分及びそれらに関して案内套管を配置された歯科テンプ
レート及び案内套管を持つ案内装置及びドリルのハンドル部分（単数または複数)を垂直
断面で示す。
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【図２】ハンドル部分の第一及び第二部分を分解図で示す。
【図３】ハンドル部分の別の部分を縦断面でかつ図２の図に関して９０°回転して示す。
【図４】組立てられた図２に示された第一及び第二部分を持つハンドル部分を縦断面でか
つ図２及び３に関して縮小された尺度で示す。
【図５】所定場所に球を持つ図２に示された第二部分の部分及び原則として第二部分に関
する第一部分に対して示された種々の縦方向変位位置及びボールベアリングレースを縦断
面で示す。
【図６】案内部に適合されることができる他のタイプの器具（ナイフ）を側面図で示す。
【図７】案内部に適合されることができる他のタイプの器具（ナイフ）を側面図で示す。

【図１】
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【図３】
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【図５】
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【図７】
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